
0120-229-285TEL

津市のPR
キャラクター
シロモチくん

エネルギー・食品価格高騰の影響を受けた市民生活を応援するため、市内に住所を有する全ての市民を対象に消費の下支え等を通じた
生活者支援を行うとともに、併せて地域経済の活性化を目的として「くらし応援 津市プレミアム付商品券2023」を発行します。

取扱店募集！！

特設サイトの
申込みページ、または
FAXで申し込みます。

登録・換金手数料
などは不要です。

参加要件確認後
取扱店キットが届きます。

取扱店マニュアル
ステッカー
のぼり

（ポール及び土台含む）
換金用の伝票・封筒など

●
●
●

●

各種キットを
お店に置けば

準備完了

事前にお配りする封筒に、使用済み商品券と換金
用の伝票を入れて事務局までお送りください。内
容を確認し、事前にご登録いただいた振込口座へ
お振込みします。（月２回）

換金手続き

令和5年10月2日（月）～令和6年1月31日（水）
使用期間

販売対象者

1万3,000円分の商品券を1万円で販売
（1,000円券×13枚綴り）

※9月20日（水）までにお申し込みの場合、取扱店一覧（冊子）へ掲載します。 ※9月21日（木）以降のお申し込みの場合、随時特設サイトにて公開します。

販売額

01

取扱店登録の簡単3ステップ

8.21㊊令和5年 11.20㊊

商品券の概要

取扱店登録は
こちらから

令和5年10月2日（月）～12月28日（木）

全ての市民
（令和5年8月31日時点で津市に住民登録をしている人）

販売期間

30％
プレミアム率

お問い合わせ
コールセンター 開設時間

注意事項

9:00～18:00（土日祝日含む）

開設期間／令和5年8月21日（月）～令和6年2月29日（木）　※12月29日（金）～1月3日（水）は除く

津市プレミアム付
くらし応援

商品券2023

登録期間

※使用済み商品券の半券はお手元にて保管してください。
※締日等の詳細は特設サイトをご確認ください。

くらし応援 津市プレミアム付商品券2023

STEP

02
STEP

03
STEP

●商品券は物品の販売又は役務の提供などの取引において使用可能です。　●商品券の第三者への売買、現金との交換は禁止しています。
●不足分は現金等で受け取ってください。　●商品券のみでの使用の場合、つり銭はでません。



口座名義人※

金融機関名※  ・  コード※

預金種類※

店舗名※

所在地※

所在地（ふりがな）※

電話番号※

担当者名※

Eメールアドレス※

店舗名（ふりがな）※

FAX番号

担当者電話番号※

口座名義人（フリガナ）※

支店名※  ・  コード※

口座番号※

事務局印 1

普通預金  ・  当座預金　（該当に○）

■ 振込口座について（※は必須項目です）

■ 店舗情報（※は必須項目です）　事業者情報と店舗情報が異なる場合のみご記入ください。

事業者名称※

代表者名※

住所（所在地）※

電話番号※

担当者名※

Eメールアドレス※

事業者名称（ふりがな）※

加盟商店街名

FAX番号※

担当者電話番号※

私は、上記の参加要件及び誓約・同意事項の内容を了解の上、取扱店への登録を申し込みます。

「くらし応援 津市プレミアム付商品券2023」取扱店募集概要

事業者業種※

該当するもの1つに
　をつけてください。

〒

〒

令和　　　年　　　月　　　日　　　記入者

くらし応援 津市プレミアム付商品券2023　取扱店登録申込書兼誓約書

■ 事業者情報（※は必須項目です）

登録申込書兼誓約書FAX送付先

052-232-6737FAX

事務局印 2 登録番号 備考

参加要件

商品券事業の対象にならない商品等

誓約・同意事項

下記の項目のご確認・チェック　 をお願いいたします。

くらし応援 津市プレミアム付
商品券2023 事務局

津市内の店舗（規模問わず）

□

□

□

私はくらし応援  津市プレミアム付商品券2023の取扱店として申し込みます。 
なお、令和5年度津市生活応援商品券発行事業実施要綱及びくらし応援 津
市プレミアム付商品券取扱店募集要項を理解したうえで申し込み、 本フォー
ムに入力した事項すべて相違ないことを誓約します。

取扱店として登録された際には、本申込書兼誓約書に記載した情報が、本
事業の運営のため利用されること、津市及び津市が委託した事業者に情報
が共有されることに同意します。

私は、津市が定める取り決めを遵守するとともに、暴力団、暴力団員、暴
力団の準構成員もしくは関係者、暴力団関係法人でないことを誓約します。

［注意事項］
FAX誤送信によるトラブル等に関しては当事務局では一切の責任を負いかねます。
FAX番号はくれぐれもお間違えのないようご注意ください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律第２条第５項に規定
する性風俗関連特殊営業に係るもの

商品券・切手・図書券等の金券、電子マネーへのチャージ、土地・家屋
などの不動産、有価証券等の個人の出資や宝くじ等

店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介
営業等

たばこ、パチンコなどのギャンブル、事業活動に伴い発生した支払、宗
教活動、政治活動等にかかわるもの、手数料、賃貸料、診療費・治療費
等、医療保険・介護保険料等、その他、津市が当該事業の趣旨にそぐわ
ないと判断したもの

その他、販売や提供が法令等に違反す
るものや事業の趣旨にそぐわないもの

換金性・投機性の高いもの

国や地方公共団体等への支払い 税、公共料金等

商品等の種類 例　　示

ドラッグストア・薬・化粧品
パン
菓子
食品
飲料・酒
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
ホームセンター・日用品
衣料品
家具・寝具
家電量販店
花・植木
本・文具・雑貨・ホビー・楽器

メガネ・時計・貴金属
ペット・観賞魚
その他

和食（寿司を含む）
中華
洋食・フレンチ・イタリアン
アジア・エスニック（カレーを含む）
ラーメン
焼肉
丼もの・うどん・そば
鉄板焼・粉もの
喫茶店・カフェ・スイーツ
ファミリーレストラン・食堂
居酒屋
バー・ダイニングバー
その他

クリーニング
美容室・理髪店
エステ・ネイル
マッサージ
旅行
建設・リフォーム
タクシー
医療・福祉
スポーツ施設・ジム
遊技場
その他

【宿泊業】
旅館
ホテル
その他

□
□
□

【サービス業】
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

【飲食業】
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

【小売業】
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□


